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水痘の流行について（注意報）

令和4年（2022年）12月1日（木）15時00分

北海道苫小牧保健所

電 話：0144－77－9935

道では感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき感染症発生動向調査を実施して

おりますが、令和4年（2022年）年第47週（令和4年（2022年）11月21日～令和4年（2022年）11月27日におい

て、苫小牧保健所管内の定点あたりの水痘患者報告数は、注意報基準である1人以上となりましたので、まん

延を防止するため注意報を発令します。

今後、苫小牧保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお

願いします。

記

１ 水痘の感染予防

水痘の感染予防には、予防接種が有効です。平成26年10月から定期接種になり，生後12月から36月未満

の人は無料で接種できるようになりました。

また、人への感染防止のため，登園，登校は避けましょう。なお，学校保健安全法により，全ての発疹

がかさぶたになるまで登校，登園はできないことになっています。

そして、栄養，睡眠を十分とりましょう。

２ 水痘とは

水痘とは「みずぼうそう」のことで、発熱と発疹を主症状とする疾病で冬から春にかけて流行します。

水痘は、水痘・帯状疱疹ウイルスの初感染により発症します。水痘・帯状疱疹の患者の水疱内容物や気

道分泌物が感染源で，空気感染，飛沫感染，接触感染により広がります。

感染力のある期間は，発疹出現1～2日前より通常発疹出現後4～5日程度の間です。すべての発疹がかさ

ぶたになるまでは感染します。なお，かさぶたからは感染しません。

３ その他

(１)最近５週における定点医療機関からの水痘患者報告状況(表示は、｢報告数(患者/定点)｣単位：人）

第43週 第44週 第45週 第46週 第47週

(10/24～10/30) (10/31～11/６) (11/７～11/13) (11/14～11/20) (11/21～11/27)

苫小牧保健所 0(0.00) 0(0.00) 3(0.60) 1(0.20) 8（1.60)※

全 道 12(0.09) 15(0.11) 17(0.13) 19(0.14) - ( - )

全 国 273(0.09) 271(0.09) 393(0.13) 353(0.11) - ( - )

※第47週の患者報告数は速報値。

全道の水痘流行状況は、北海道感染症情報センターのホームページでご覧になれます。

（URL：http://www.iph.pref.hokkaido.jp/kansen/index.html）

（２）水痘注意報・警報とは

厚生労働省の感染症発生動向調査により把握した、全道の定点医療機関を受診した水痘患者数が、国

立感染症研究所において設定した注意報・警報レベルの基準値に達したときに発令し、大きな流行の発

生や継続が疑われることを指します。

＜水痘の注意報及び警報レベル＞

注意報レベル 警報レベル

基準値 開始基準値 終息基準値

定点あたり患者数（人） 1 2 1


